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材木町駐車場指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者制度導入の目的 

  公の施設の管理主体については、従来、公共団体等に限られていましたが、平成１５年

９月の地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入されました。これは、公の施

設の管理について民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの

向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを趣旨としています。 

  このため、唐津市では材木町駐車場施設の管理運営に当たり、施設の効率的、効果的な

管理運営を図ることを目的に、指定管理者制度を導入していますが、この指定期間が令和

４年３月３１日をもって終了します。 

  そのため、唐津市駐車場条例に基づき、当施設の設置目的をより効率的、効果的に達成

し、住民サービスの向上に資するため、令和４年４月１日から施設の管理運営を行ってい

ただける団体等を募集します。 

 

２ 施設の設置目的及び指定管理者募集の趣旨 

  本施設は、唐津市の中央商圏部に位置し、商店街及び公共機関へアクセスする駐車場と

して、利用者の利便を図ることを目的に設置しています。 

指定管理者制度を活用することで、民間活力（アイデア）を最大限に活かした運営が継

続して実施されることにより、施設と利用者の距離が近くなり、利便性、満足度がさらに

向上するなどの効果を期待し、募集を行います。 

 

３ 施設の概要 

(1) 名 称 材木町駐車場 

(2) 所在地 唐津市材木町２０８７番地１ 

(3) 施設概要 

① 施設規模  駐車場（アスファルト舗装） 

  ② 施設面積  敷地面積 ２３７５．８９㎡ 

  ③ 施設内容  駐車場（普通車９６台、軽自動車２台） 

          管理ボックス １台 

          駐車料金精算装置・発券機 １台 

          防犯カメラ 一式 

  ④ 開設年月日 平成３年１１月１日 

  ⑤ 供用時間等 供用時間 終日 

          休業日  なし 

(4) 施設の特徴 

本施設は、唐津市の中央商圏部に位置し、商店街及び公共機関へアクセスする駐車場 

として整備された施設です。 



- 2 - 

 

昼は近隣の公共施設職員や民間企業社員の利用を中心とし、唐津市有数の歓楽街にも

隣接していることから、夜間は一般利用者が多いため、利用時間を２４時間利用可能と

なっています。 

 

 (5) 現指定管理者による収支状況                     単位：円 

 令和２年度決算 令和元年度決算 増減額 

収入(ａ～ｄ) 16,426,681 17,646,624 ▲1,219,943 

 指定管理料(ａ) 0 0 0 

利用料金収入(ｂ) 7,590,200 12,516,000 ▲4,925,800 

事業収入(ｃ) 5,786,144 5,088,552 697,592 

 事業収入 5,786,144 5,088,552 697,592 

その他収入 0 0 0 

その他収入(ｄ) 3,050,337 42,072 3,008,265 

支出(Ａ～Ｅ) 20,004,875 18,198,016 1,806,859 

 人件費(Ａ) 2,300,000 1,800,000 500,000 

施設管理費(Ｂ) 2,823,775 1,765,861 1,057,914 

 光熱水費等 2,823,775 1,765,861 1,057,914 

事業費(Ｃ) 0 0 0 

 うち自主事業経費 0 0 0 

施設使用料(Ｄ) 14,881,100 14,632,155 248,945 

その他支出(Ｅ) 0 0 0 

収支 ▲3,578,194 ▲551,392 ▲3,026,802 

※1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、リスク分担に基づき唐津市が指定管理 

     者支援事業として支払った委託料 1,301,062 円を含む。 

  ※2 令和３年５月（令和３年度）上記同様に 3,578,194 円を市から支出済み。 

(6) 利用状況 

年度 

項目 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 過去３年平均 

利用台数（台） 62,002 60,276 49,069 57,117 

利用料収入（円） 18,807,272 17,604,552 13,376,344 16,596,056 

１日平均台数 169 164 134 155 

１日平均利用料収入 51,703 48,214 42,141 47,352 

 

 

※1 

※2 
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(7) 直近 7 カ月（令和 3 年）の利用台数 

月 

項目 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

利用台数（台） 3,151 3,510 5,037 4,197 3,088 4,278 4,858 

 

４ 指定期間 

指定期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間とします。 

ただし、指定管理者の指定及び指定期間については、議会の議決を経て、正式に決定さ 

れます。 

  なお、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、管理運営を継続することが

適当でないと認められるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部もし

くは一部の停止を命ずる場合があります。 

 

５ 指定管理者が行う業務 

指定管理者が行う業務は、唐津市駐車場条例第１２条に定める次の業務とします。（詳

細は業務仕様書に定めるとおり） 

なお、業務を一括して他の事業者に委託することはできませんが、部分的な業務の委託

については、専門の業者に委託できるものとします。その際は「唐津市内業者育成推進取

扱要領」に基づき、市内業者を優先するよう努めてください。 

 (1) 駐車場の利用の許可に関する業務 

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) その他市長が必要と認める業務 

事業計画書及び事業報告書の作成、収支予算書及び決算書の作成等 

 

６ 管理に要する経費等の取り扱い 

 (1) 施設使用料 

   年額１２，１４２千円 

上記の金額は、市に納付していただく施設使用料の年間下限額です。具体的には指定 

管理者が応募に際して提案された金額に基づき、市と指定管理者で協議を行い、協定書 

で定めることとなります。 

 (2) 保証金 

指定管理者の指定は、行政処分の一種とされており、指定管理者は契約ではなく、条 

例に基づく指定という行政行為によって公の施設を管理することになるため、指定管理 

者に対して地方自治法上の契約保証金を納付していただくことはできません。 

しかしながら、公の施設の適正な管理運営の執行を確保するため、指定管理者との協 

定に当たっては、唐津市財務規則第１０８条に規定する契約保証金の取扱いに準じて、 
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指定管理料の１０分の１以上の保証金を納めていただきます。（ただし、免除規定あり） 

 (3) 利用料金 

本施設の管理に当たり、地方自治法第２４４条の２の規定に基づき、「利用料金制度」 

を採用します。「利用料金制度」とは、施設利用者が支払う使用料を指定管理者自らの 

収入とすることができる制度です。ただし、利用料金の金額設定は、唐津市駐車場条例 

に定める範囲内で、必ず市の承認を受けなければなりません。 

 (4) 利益の配分等 

当該施設の運営収支において、総収入から総費用を差し引いた額（利益）が生じた場 

合については、差し引いた金額は、そのすべてを指定管理者の収入とすることができま 

す。 

なお、当該施設の運営収支において赤字が生じた場合は、唐津市は当該赤字に対する 

補填を行うことはありません。 

 

７ 管理の基準 

 (1) 供用時間    

終日（唐津市駐車場条例第４条） 

 (2) 関係法令の遵守 

指定管理者は、地方自治法、唐津市駐車場条例及びその他関係法令等に従い、管理を 

行うものとします。（詳細は業務仕様書に定めるとおり） 

 

８ 応募資格等 

(1) 応募資格 

① 法人その他の団体（※個人での応募はできませんが、法人格は必要ありません。） 

② 複数の団体により構成される共同事業体 

単独の団体で担えない場合は、複数の団体による共同事業体を結成し、応募するこ 

とができます。この場合は、代表となる団体及び各構成団体の役割や業務分担等を明 

確にし、構成団体間で共同事業体協定書を締結し、市へ提出してください。応募後の 

連絡及び選定後の協議は、代表の団体を中心に行いますが、指定管理業務の履行に際 

し、共同事業体の構成員すべてが連帯して責任を負うことになります。また、応募後 

の代表団体の変更及び構成団体の変更は、原則として認めません。（ただし、施設の 

適正な管理運営に支障がなく、公共サービスの水準が保たれると市が認めた場合に限 

り、市の承認のもとに変更することができます。） 

(2) 欠格要件 

申請を行おうとする団体（共同事業体の構成団体を含む。）又はその代表者若しくは

役員等が、次のいずれにも該当してはいけません。 

① 法律行為を行う能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 
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③ 会社更生法、民事再生法に基づく更生又は再生手続を開始している者 

④ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

⑤ 国税及び地方税を滞納しているもの 

⑥ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定に

より、本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの 

⑦ 当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定

に基づき本市から指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しないもの 

⑧ 本市の指名停止を受けているもの 

⑨ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。） 

⑩ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑪ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑫ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑬ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し､又は便宜を供与するなど、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し､又は関与している者 

⑭ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑮ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑯ ⑨から⑮に掲げる者が、その経営に実質的に関与しているもの 

⑰ 議員が役員等に就いている団体 

⑱ 市長、副市長、教育長及び教育委員会の委員が役員等に就いている団体（市が資本

金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資している法人を除く。） 

 

※この場合における「役員等」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監

事等のほか、相談役や顧問等を含む（当該団体に対して有する権限の如何を問わない）

ものとします。 

 

９ 指定管理者の募集と選定までの流れ 

(1) ９月 ７日～         募集要項の配布開始 

(2) ９月１４日          募集説明会 

(3) ９月２１日まで        募集要項等に関する質問の受付 

(4) ９月２７日まで        募集要項等に関する質問への回答 

(5) １０月 ７日まで       応募書類の受付 

(6) １０月下旬          選定委員会による候補者の選定 

(7) １０月下旬～１１月上旬    指定管理者候補者の決定、通知、公表 
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(8) １２月下旬          指定管理者の指定 

(9) 翌年１月頃          指定管理者との協定締結 

 

10 募集要項等の配布方法 

 (1) 配布期間  令和３年９月７日～１０月７日まで 

 (2) 配布場所  市のホームページからダウンロードをお願いします。 

 

11 募集説明会への申し込み 

  募集要項等に関する説明と、対象施設の状況等に関する説明会を実施します。参加に当

たっては、指定管理者募集説明会参加申込書（別紙様式）に必要事項を記入のうえ、電子

メールにより申し込んでください。 

※説明会への参加の有無が指定管理者候補者の選定に影響することはありません。 

※指定管理者募集説明会参加申込書は資料準備の都合上提出していただきます。 

(1) 開催の日時    

令和３年９月１４日（火曜日）午後２時から 

(2) 開催の場所    

材木町駐車場 

(3) 参加申込締切   

令和３年９月１３日（月曜日）午後５時まで 

(4) 参加申込先    

唐津市役所財務部財産管理課 

   E‐mail zaisan-kanri@city.karatsu.lg.jp 

 (5) 資料 

   当日は市のホームページに掲載の募集要項等の資料を配布しませんので、市のホーム

ページ等から必要資料を印刷の上、ご参加下さい。なお、当日の配布資料は、市のホー

ムページにおいても掲載を行います。募集説明会において出た質問及び回答については、

公表を行いません。 

(6) 留意事項 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、説明会の参加については必要最小

限の人数でお願いします。また、当日は点呼を行いません。時間になりましたら、説明

会を開始させていただきます。 

 

12 募集要項等に関する質問の提出及び回答 

  募集要項等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

(1) 提出期限 

令和３年９月２１日（火曜日）午後５時まで 

 (2) 提出方法   

mailto:zaisan-kanri@city.karatsu.lg.jp
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質問は質問書（別紙様式）により行うこととし、電子メールにより提出してください。 

電話による質問は受け付けません。 

※電子メールの未到着を防ぐため、提出後、担当部局までご連絡をお願いします。 

 (3) 募集要項等に関する質問の回答 

質問に対する回答は、市のホームページに掲載します。ただし、質問の内容により質 

問者が特定されるおそれがある場合は、質問の内容を調整させていただく場合がありま 

す。 

 

13 応募書類の提出 

  指定管理者の応募書類は、次により提出してください。 

 (1) 提出期限   

令和３年１０月７日（木曜日）午後５時まで 

なお、提出書類に一部でも不備がある場合には、全ての提出書類の受理を行いません 

ので、提出書類に修正や不足が生じる場合を想定し、時間に余裕をもって提出をお願い 

します。修正が必要となった場合においても、提出期限は１０月７日（木曜日）午後５ 

時までとします。 

(2) 提出方法 

持参、郵送のいずれかの方法により提出してください。 

郵送の場合は、１０月７日（木曜日）午後５時必着とします。 

 (3) 提出先    

唐津市役所財務部財産管理課（問合せ担当部局に同じ。） 

 

14 提出書類 

  応募に際しては、申請書等の提出が必要です。別添の業務仕様書及びリスク分担表に記

載された内容を踏まえて、次の書類を作成し、期限までに提出してください。 

(1) 指定管理者指定申請書（第１号様式） １部 

(2) 共同事業体協定書（任意様式）※共同事業体の場合 １部 

   応募後の連絡及び選定後の協議は、代表の法人等を中心にして行いますが、指定管理

業務の履行に際し、共同事業体の構成員すべてが連帯して責任を負うことになります。 

(3) 団体の概要を記載した書類（パンフレット等の添付で可） １部 

(4) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 １部 

(5) 法人にあっては法人の登記事項証明書、その他の団体にあっては同証明書の記載事項

に準じた事項を明らかにした書類 １部 

(6) 役員名簿（顧問、相談役等を含む。） １部 

 (7) 直近３か年の損益計算書又はこれに類する書類 １部 

(8) 直近３か年の貸借対照表又はこれに類する書類 １部 

(9) 申請書を提出する日の属する事業年度（令和３年度）の事業計画書及び収支予算書（法 
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人以外の団体にあってはこれに相当する書類） １部 

 (10) 過去２か年の事業報告書（法人以外の団体にあってはこれに相当する書類） １部 

 (11) 人員表 １部 

   常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数（パートタイマー、アルバイト） 

 (12) 納税を証明する書類（国税） １部 

  ① 法人の場合 

    納税証明書「その３」又は納税証明書「その３の３」 

  ② 法人格を持たない団体の場合 

    納税証明書「その３」又は納税証明書「その３の２」 

 (13) 納税を証明する書類（都道府県税） １部 

① 佐賀県内に主たる事務所のある法人の場合 

    佐賀県に納めるべき税に未納の額がないことを証する書類 

② 佐賀県外に主たる事務所のある法人の場合 

    主たる事務所の所在地の都道府県に納めるべき税に未納がないことを証する書類 

③ 法人格を持たない団体（代表者の所在地が佐賀県内の場合）の場合 

団体の代表者について、佐賀県に納めるべき税に未納の額がないことを証する書類 

④ 法人格を持たない団体（代表者の住所が佐賀県外の場合）の場合 

    団体の代表者について、住所地の都道府県に納めるべき税に未納の額がないことを

証する書類 

 (14) 納税を証明する書類（市町村税） １部 

① 法人 

主たる事務所の所在地の市町村に納めるべき税に未納の額がないことを証する書     

   類 

② 法人格を持たない団体 

    団体の代表者について、住所地の市町村に納めるべき税に未納の額がないことを証

する書類 

 (15) 事業計画書（３か年間） １３部 

① 事業計画書は、PowerPoint（パワーポイント）にて作成をお願いします。なお、採 

点については、「16 選定方法」に記載の審査項目に沿って行うため、所定の書式をも 

とに作成をお願いします。自主事業を含む場合は、事業計画書の PowerPoint（パワー 

ポイント）に内容を追記してください。 

② スライドの向きは横向き、Ａ４一枚につき１スライドとし、片面カラー印刷のうえ、 

左上をゼムクリップでとめて提出してください（ホッチキスどめや製本の必要はあり 

ません。）。 

③ 担当部局が応募関係書類の受理を行いましたら、直ちに事業計画書の PowerPoint 

（パワーポイント）データを担当部局へメールにて提出してください。提出していた 

だいたデータをプレゼンテーションの際に利用します。 
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 (16) 年度別収支計画書（３か年間） １３部 

   ※自主事業の実施にいては、自主事業収支計画書を別途提出してください。 

 

※共同事業体の場合は、構成員全てについて(3)～(14)の書類を添付してください。 

 ※団体を設立して間もなく、納税を証明する書類の発行を受けることができない団体につ

いては、法人格を持たない団体と同様の書類の提出をお願いします。 

 ※納税を証明する書類については、申請日から３か月以内に発行されたものを添付してく

ださい（写し可）。 

 

 (17) 事業提案概要書 １部 

   事業計画書（自主事業を含む。）をもとに、事業提案概要書を作成してください。作

成に当たっては、事業計画書のポイントとなる部分を中心にＡ４用紙１枚にまとめてく

ださい（フォントのサイズは１１ポイント以上でお願いします。）。指定管理者の候補者

に選定された応募者の事業提案概要書については、ホームページにて公表を行うととも

に、市議会に配布を行う予定としていますので、経営のノウハウ等の記載にはご留意く

ださい。 

   なお、事業提案概要書については、候補者選考においては利用しません。 

 

15 応募に関する留意事項 

 (1) 本市関係職員に対して、本件応募についての接触を禁じます。接触があると認められ

た場合は、失格となることがあり、さらに指定管理者として指定された後に判明した場

合においては、指定取消しとなる場合があります。 

 (2) １団体（共同企業体）につき、応募は１件とし、異なる内容の申請書を複数提出する

ことはできません。 

 (3) 申請書の提出後においては、書類の再提出及び差し替えは原則として認めません。 

 (4) 提出された申請書は、指定管理者の選定以外に原則として使用しません。 

 (5) 提出された申請書は、選定を行ううえで、必要に応じ複製を作成することがあります。 

 (6) 必要に応じ、追加資料の提出を求めることがあります。 

 (7) 申請書の提出に係る費用は、全て応募者の負担とします。 

(8) 虚偽の記載をした場合 

応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格となることがあり、さらに、指定管理者 

として指定を受けた後においては、指定取消しとなる場合がありますので、申請書等の 

記載にあたっては十分に注意してください。 

(9) 応募書類の取り扱い 

   応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

応募者の提出する書類の著作権は、それぞれ作成した団体に帰属します。 

なお、応募に係る事業計画書等の申請書類はすべて市の公文書となり、公開の対象に 
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なり得ることをあらかじめご了承ください。ただし、申請書類のうち、唐津市情報公開 

条例第５条第１項各号に定める不開示情報に該当する場合（特定の個人を識別すること 

ができるもの、団体等の権利や競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるも 

の等）は、非公開とします。 

 (10) 応募の辞退 

   応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

 

16 選定方法 

  指定管理者の候補者の選定は、唐津市公の施設に係る指定管理者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）によって行います。応募者には、提出いただいた事業計画書をもと

にプレゼンテーション（プレゼンテーション１５分、質疑２０分（予定））を行っていた

だきます。審査項目及び選定委員会委員一人あたりの配点は次のとおりです。 

  ※プレゼンテーション及び質疑の時間については、後日改めて通知を行います。 

【審査項目】 

選定基準 審査項目 審査の視点 配点 

施設の平等利

用が確保され

ること 

設置目的 公の施設であること及びその設置目的を十分に理解

した事業計画となっているか。 
適・非 

平等利用 すべての利用者に対して公平性、平等性が確保される

事業計画であるか。 
８ 

特定の個人、団体等を優遇し、又は不当に利用を制限

するおそれはないか。 

施設の効用が

最大限に発揮

されること 

サービス

向上 

利用者へのサービス向上を図るための具体的な取組

が計画されているか。 

１６ 
利用者へのサービス向上を目的とした他施設との連

携事業等の取組が計画されているか。 

利用者の意見、提案等を聴取し、改善策を講じるため

の仕組みを備えているか。 

自主事業 施設の設置目的から逸脱せず、利用者へのサービス向

上や地域振興等につながる自主事業が計画されてい

るか。 

１２ 

地域貢献 市内業者の活用や地元雇用の確保など、地域振興に資

する事業計画となっているか。 

８ 

地域住民、団体等と連携した事業の実施や地域活動へ

の参加など、地域貢献の取組が提案されているか。 

高齢者や障がい者等の雇用、ワークライフバランス、

男女共同参画の推進、その他市の施策に貢献する取組

が計画されているか。 
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利用促進 施設の利用促進・拡大のための効果的な情報発信、広

報の取組が提案されているか。 
８ 

管理に係る経

費の縮減が図

られること 

提案額 募集金額を基準とし、想定される提案額に応じて配点

を決める。 
１２ 

経費縮減 経費縮減のための具体的取組が計画されているか。 

１６ 経費縮減の取組とサービス水準確保のバランスがと

れているか。 

管理を行う物

的、人的能力を

有しているこ

と 

 

 

物的能力 

 

 

 

 

類似施設を良好に管理又は運営した実績を有するな

ど、施設の管理運営にあたり十分な能力を備えている

か。 

１２ 

安定した管理運営を行うための経営基盤が整ってい

るか。 

施設の管理運営における法令等遵守の意識を備え、適

切な対応が見込まれるか。 

個人情報の保護及び情報公開への対応に関し、必要な

措置が講じられているか。 

人的能力 施設の管理運営に過不足のない人員配置及び勤務体

制となっているか。 

８ 

十分な経験やノウハウを有する職員が配置される計

画となっているか。 

従業員への指導、研修等の有能な人材確保のための取

組が計画されているか。 

安全確保と危機管理のための体制が十分に整ってい

るか。 

 

 (1) 候補者の選定方法 

候補者の選定に当たっては、次の方法により候補者を選定するものとします。 

  ① 審査項目ごとに最高点をつけた委員の点数（最高点をつけた委員が複数の場合はい

ずれか１人の点数）及び最低点をつけた委員の点数（最低点をつけた委員が複数の場

合はいずれか１人の点数）を除く各委員の点数を合計して審査項目ごとの得点を算出

し、審査項目ごとの得点を合算して算出する全体の合計得点が最も高い団体を候補者

として選定します。 

  ② ①の合計得点は、満点の５割以上の得点である必要があります。 

※満点とは審査にあたった委員数から２人を除いた数に１００点を乗じた点数の 

ことをいいます。 

    【例】審査にあたった委員が７人の場合の満点 

       （７人－２人）×１００点＝５００点 
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  ③ 合計得点１位の団体が複数ある場合、最高得点を獲得した委員数の多い団体を候補

者として選定します。 

  ④ 最高得点を獲得した委員数が同数の場合、指定管理者選定委員会による協議で委員

の過半数を超える賛成を得た団体を候補者とします。 

  ⑤ ①の基準により算出した審査項目ごとの得点において、「サービス向上」、「経費縮

減」、「物的能力」の３つの審査項目については、審査項目ごとの満点の５割以上の得

点である必要があります。 

  ⑥ ①の基準により算出した審査項目ごとの得点を選定基準ごとに合計した結果、４つ

の選定基準については、選定基準ごとの満点の５割以上の得点である必要があります。 

  ⑦ 設置目的の審査項目については、選定を行う委員の半数以上の判定が「適」である

必要があります。 

  ⑧ ⑤～⑦の基準をいずれか一つでも満たさない場合は、全体の合計得点が最も高い場

合であっても候補者として選定しないものとします。 

 【注意】 

  ⑤～⑧の要件を全て満たし、かつ最高得点を獲得した者が自動的に指定管理者の候補者

として議会に上程されるものではなく、獲得点数のほか、事業計画書等の内容及びヒアリ

ングの結果等をもとに、選定委員会にて候補者としてふさわしいのかどうか総合的に判断

し、市において最終的に候補者を決定します。 

  また、議会においても、選定された候補者を指定管理者として指定を行うのかどうか審

議を行います。 

 

17 選定結果等の通知及び公表 

選定結果は、応募書類を提出した応募者に対して速やかに通知します。また、審査の経 

過、結果及び事業提案概要書は、指定管理者の候補者を選定した後に、ホームページにて 

公表します。 

透明性の観点から、採点結果とは別に応募があったすべての団体名を公表します。応募 

が２団体の場合は各応募団体の採点結果が明らかとなります。 

 

18 指定管理者の指定の手続 

  「指定管理者の候補者」は、議会の議決を受けて、正式に「指定管理者」となります。

議決後は、事業計画や業務の範囲、その他指定期間を通じて適用する事項等を定める基本

協定を、唐津市と締結することになります。 

 

19 指定管理者の更新及びペナルティー制 

  市では、指定管理者による施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施されている

か、継続的かつ安定的な公共サービスの提供が可能であるかを定期的に確認し、施設運営

の改善に活用するため、毎年度モニタリング評価を実施しています。 
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  このモニタリング評価において、一定の要件を満たした場合は、当初の公募に対して１

回に限り、指定期間を更新できるものとします。 

  一方、モニタリング評価の結果、指定管理者の管理運営状況が不適切と認められる場合

は、指定期間満了に伴う次期更新時における公募に際し、応募を制限するものとします。 

  更新及びペナルティー制の詳細は、「指定管理者制度運用ガイドライン」をご参照くだ

さい。 

 

20 担当部局 

唐津市財務部 財産管理課 

〒８４７‐８５１１ 唐津市西城内１番１号 

  電話 0955－72－9142   FAX  0955－72－9193  

E‐mail zaisan-kanri@city.karatsu.lg.jp 

mailto:zaisan-kanri@city.karatsu.lg.jp
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材木町駐車場指定管理者業務仕様書 

 

１ 趣旨 

この業務仕様書は、唐津市駐車場条例及び同施行規則に定めるもののほか、指定管理者

が行う業務の詳細について定めるものである。 

 

２ 指定管理者の管理運営に関する基本的な考え方 

(1) 施設の正当かつ公平な利用を確保すること。 

 (2) 施設の効率的・弾力的運営を行うこと。 

 (3) 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。 

 (4) 利用者にとって快適な施設となるよう努めること。 

 (5) 施設利用者の安全確保を図ること。 

 (6) 魅力ある自主事業を実施するなど市民サービスの向上に努めること。 

(7) 個人情報の保護を徹底すること。 

 (8) 地域住民、団体との連携・協力を図ること。 

 

３ 法令等の遵守 

  施設の管理にあたっては、この業務仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づいて行うも

のとする。 

(1) 地方自治法 

(2) 労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令 

(3) 唐津市駐車場条例 

(4) 唐津市個人情報保護条例 

上記のほか、施設の管理運営にあたり関連する法令等がある場合は、それらを遵守す 

ること。なお、指定管理期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を 

遵守すること。 

 

４ 業務内容 

(1) 施設利用の許可に関すること 

①  唐津市駐車場条例に基づき、利用の許可及び利用の制限及び出庫の拒否を行う。 

② 管理機器により適切な満車設定及び満空表示を行い、混雑防止に繋がる入場管理を 

行う。なお、混雑が予想される時には、施設管理員（警備員）を常駐させ、場内の混

雑緩和に必要な措置を講じること。 

③ 利用者に対し駐車要領を周知させ、場内における事故防止に徹すること。 

  ④ 利用者からの要望・苦情等に速やかに対応すること。 

⑤ 臨時に休業又は供用時間を変更する場合は、事前に市と協議を行うとともに、利用 

者の混乱を招くことのないよう配慮すること。 
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(2) 施設及び設備の維持管理に関すること 

  ① 設備等の保守・点検業務 

      ・駐車料金精算装置・発券機の正常な稼働を維持するため、定期的な保守点検及び 

維持管理（釣銭の準備・補充、駐車券、領収書用紙等の準備・補充）を行うこと。 

※機器の保守業務委託については指定管理者で行い、トラブルには迅速に対応す 

ること。 

    ※運営上必要となる駐車券、領収書用紙等の消耗品については指定管理者で購入 

すること。 

  ② 施設、備品等の維持管理及び補修 

・施設及び設備を維持するために必要な修繕及び改修については、原則として唐津市 

が作成する修繕計画書に基づき、唐津市の負担と責任で行うものとする。ただし、施 

設の損傷や設備の故障等に関する修繕のうち軽微なものについては、唐津市の承認を 

得て指定管理者の負担と責任で行うことができる。 

・指定管理者は施設の運営に支障をきたさないよう保守・管理を行うこと。 

・指定管理者は施設の備品については適切に使用し保守・管理を行うこと。 

  ③ 清掃業務 

・日常清掃（毎日）ゴミ拾い等 

・定期清掃（除草等） 

  ④ 警備業務 

・施設の巡回や監視を行い、事件事故等を未然に防ぐ措置を講じること。 

※機械警備、巡回警備、非常通報についての警備会社等への委託は指定管理者で行 

う。 

  ⑤ その他、施設の運営に必要な業務 

・消耗機材等の購入、光熱水費、通信費等の支払い事務 

(3) 事業の実施に関すること 

   ・施設の設置目的に反しない範囲で、施設全体の活性化を目的に行うこと。 

・自主事業計画書に基づき実施すること。 

   ・利用者のニーズが事業の計画及び実施に反映されていること。 

  ・参加料金等の設定が著しく高額とならないこと。 

(4) 利用料金に関すること  

唐津市駐車場条例に定める下記の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得

ることにより、指定管理者が利用金額を設定できる。 

なお、新たに利用金額の設定を予定している場合は、今回の申請時に事業計画書によ

り提案すること。 
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車種 供用時間の料金 

普通自動車及び

軽自動車  

1 時間以内  100 円  

1 時間を超えその後 1 時間ごとに 100 円  

定期駐車券  １月             8,000 円  

 

 (5) 施設賠償責任保険の加入に関すること 

  ① 身体上の損害については、被害者１名につき１億円以上かつ１事故につき１０億円

以上 

② 財物上の損害については、１事故につき２千万円以上 

(6) 利用者の安全の確保に関すること 

火災、地震及び突発的な事故等により災害が発生した場合は、速やかに適切な処置を 

とり、警察、消防署、市に連絡すること。 

(7) 災害等の予防に関すること 

緊急対策、防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成するなど

利用者の安全対策、監視体制等を整備すること。 

(8) 個人情報の保護に関すること 

個人情報保護の重要性を従業員に周知・徹底し、万一これが漏洩した場合の対策を講

じること。 

(9) 業務報告に関すること 

  ① 毎月終了後、翌月１０日までに業務報告関係書類を提出すること。 

  ② 毎年度終了後、４月３０日までに事業報告書を提出すること。 

  ③ その他、市が必要とする報告書等を提出すること。 

 (10) モニタリング評価等に関すること 

市では、指定管理者による施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施されてい 

るか、継続的かつ安定的な公共サービスの提供が可能であるかを定期的に確認し、施設 

運営の改善に活用するため、毎年度モニタリング評価を実施している。併せて、指定管 

理施設において公共サービスの実施に従事する者の労働条件等の確認を行っている。 

これら評価等の実施にあたっては、事業年度開始前に市と指定管理者の双方で評価の 

判断基準を確認し合ったうえで、事業年度終了後に評価シート等を作成し、市へ提出す 

ること。 

（11）災害時の非常対応に関すること 

地震、台風、その他の災害が発生し、施設を地域住民の避難場所・救援物資の保管場 

所等にする必要があると市が判断したときは、指定管理者はこれに協力すること。 

 (12) その他管理運営に関し必要な許可・届出業務 

施設の管理運営に関し、必要な届出は、指定管理者が行うこと。 
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５ 立ち入り検査 

  市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実施について検査を行う。 

指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否することはできないものとする。 

 

６ 備品、消耗品等の所有権 

  指定管理者に貸し付ける物品等については、市の所有とし、その使用及び保管は十分注

意すること。指定管理者が自ら購入、搬入し、保管する備品等については、指定管理者の

所有とする。ただし、その都度唐津市に報告すること。 

 

７ 管理運営業務に従事する人数及び必要な知識の基準 

(1) 従業員 

指定管理者は、労働基準法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、管理運営に 

従事する者の服務内容を明確にし、従業員相互の連携を図り、施設の運営が円滑に行わ 

れるよう努めなければならない。 

(2) 研修 

指定管理者は、従業員の接遇、衛生、必要とする知識等について積極的に研修を受講 

させ資質の向上に努めなければならない。 

(3) 従業員の風紀 

指定管理者は、従業員の風紀衛生に注意しなければならない。 

 

８ 管理業務に関する費用及び危険に対する負担 

  施設の管理運営において想定される危険（リスク）と、その負担は別表のとおりとする。 

  なお、このうち主なものは次のとおり。 

(1) 指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

① 管理業務に関し、協定に基づく管理費以上の費用が発生しても、市は費用の補填は

行わない。 

② 施設及び設備が使用に耐えない場合または損傷した場合で、その原因が指定管理者

により発生し、重大かつ明白な過失があると認められる場合は、その損害の全部また

は一部について指定管理者が賠償する。 

③ 設備、機器の不備または管理上の瑕疵による事故及び臨時休業に伴う利用者に対す

る損害については指定管理者が負担する。 

④ 指定管理者の責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、指定管理

者が賠償する。 

⑤ 管理業務に関する危険負担軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険に加入する

こと。 

⑥ 事故等が発生したときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかにその状況及び対応

内容等を市に報告すること。 
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(2) 市が費用及び危険を負担する範囲 

① 業務内容の変更 

市の要請により委託内容を変更する場合、それに要する経費は、原則として市の負 

担とする。  

   

９ 経理に関する事項 

(1) 専用口座による管理 

   収入及び支出は、団体自体の口座とは別の専用口座で管理するものとする。 

(2) 書類の整理 

契約関係、備品管理等についても、指定管理者が行っている他の事業との区別を明確 

にするものとする。 

 

10 文書管理に関する事項 

  指定管理者が施設の管理業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書（管理文書）につ

いて、その分類、保存及び廃棄の基準その他管理文書の取り扱い等に関する必要な事項を

定めるため、別途文書管理基準等を作成し、市に報告するものとする。 

 

11 引継ぎについて 

(1) 業務に関する「基本協定」締結後、速やかに業務引継ぎを行うこと。 

(2) 引継ぎに係る業務のために要した費用について、市は一切負担しない。 

(3) 指定期間終了後若しくは指定取り消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、 

円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な資料を提供すること。 

 

12 監査の実施 

  本市の監査委員等が、市の事務を監査するのに必要があると認める場合は、指定管理者

に対して出席を求め、実地に調査し、または帳簿書類その他の記録の提出を求めるものと

する。 

 

13 業務を実施するにあたっての注意事項 

(1) 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等 

に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

(2) 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、市と協議を行うこ 

と。 

(3) 施設の管理運営にあたっては、特別な理由がある場合を除き、できる限り市内に居す 

る者の雇用に努めるとともに、再委託業務の発注や物品の調達等についても、市内本社 

または事業所等を有する者の中から選定するよう努めること。 
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14 協議 

  指定管理者は、この業務仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処

理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定すること。 

  その他の疑義が生じた場合は、基本協定書の定めによるものとする。 

 

 



1
募集要項等本事業に係る公表した資料
の誤り・変更等に関するもの

2 応募費用に関するもの

3
本事業に係る根拠法令の変更、新たな
規正法の成立

4
当該事業のみならず、広く一般的に適
用される法令の変更や新規立法の成立

5
指定管理者の利益に関わる税制度の新
設・変更

6 上記以外の税制度の新設・変更

7
事業の実施にあたっての自治体が取得
すべき許認可取得の遅延・失効等

8
事業の実施にあたって指定管理者が取
得すべき許認可の遅延・失効等

政策リス
ク 9

市の政策変更による事業の変更・中
断・中止等事業への影響

10
本事業に対する（自治体の要求に起因
する）反対運動

11 指定管理者が行う業務に対する苦情等

12
市の要求に起因する環境問題（騒音、
振動、有害物質の排出等）

13
指定管理者が行う業務に起因する環境
問題（騒音、振動、有害物質の排出
等）

14
市の責めに帰すべき事由による事故に
より第三者に与えた損害

15
指定管理者が行う業務に起因する事故
により第三者に与えた損害

16
個人情報の漏洩により第三者へ与えた
損害

17
上記以外の理由により、第三者に与え
た損害

リスク条件に
応じて、市と
指定管理者の
いずれか、ま
たは双方がリ
スクを負担す
る。

18 施設賠償責任保険への加入

材木町駐車場指定管理者リスク分担表

〇

〇

〇

〇 〇

住民対応
リスク 〇

〇

環境リス
ク 〇

〇

第三者賠
償リスク

〇

税制変更
リスク 〇

〇

共通リス
ク

リスクの種類 № リスクの内容
負担者

備考
指定管理者 唐津市

〇

募集手続
リスク 〇

〇

法令変更
リスク 〇

〇

許認可リ
スク 〇

〇

別 表
（業務仕様書「８管理業務に関する費用及び危険に対する負担」関係）



リスクの種類 № リスクの内容
負担者

備考
指定管理者 唐津市

19
市の指示、議会の不承認等による本事
業の中止・延期

予算案の不成
立や政策変更
等によるもの
を指す。

20
上記以外の事由による本事業の中止・
延期（不可抗力リスクを除く）

21 指定管理者の事業放棄・破綻

委託業者
管理責任 22

指定管理者が締結する契約の相手方当
事者の管理・内容変更等

23

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、
地震、落盤、火災、騒乱、暴動等自治
体又は指定管理者のいずれかの責めに
も帰すことができない自然的又は人為
的な現象）による事業の変更、中止

24

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、
地震、落盤、火災、騒乱、暴動等自治
体又は指定管理者のいずれかの責めに
も帰すことができない自然的又は人為
的な現象）により、第三者に与えた損
害

指定管理者が
一 部 負 担 す
る。

25

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、
地震、落盤、火災、騒乱、暴動等自治
体又は指定管理者のいずれかの責めに
も帰すことができない自然的又は人為
的な現象）による市整備の建物・設備
の損害

26

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、
地震、落盤、火災、騒乱、暴動等自治
体又は指定管理者のいずれかの責めに
も帰すことができない自然的又は人為
的な現象）による指定管理者整備の施
設・設備の損害

災害時の
対応

27

地震、台風、その他の災害により、当
該施設を避難場所・救援物資の保管場
所等に決定した場合における対応（協
力）

双方連携し、
対応する。

28
市の指示による事業内容・用途の変更
によるもの。

29
上記以外の要因による事業内容・用途
の変更によるもの。

30
市の責めに帰すべき事由による事故・
火災等で施設・設備が損傷

31
指定管理者の責めに帰すべき事由によ
る事故・火災等で施設・設備が損傷

32
第三者の事由による事故・火災等で市
が所有する施設・設備が損傷

33
第三者の事由による事故・火災等で指
定管理者が所有する施設・設備が損傷

〇 ○

不可抗力
リスク

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

維持管理
リスク

業務内容
変更リス
ク

施設損傷
リスク

○

〇

事業の中
止・延期
リスク 〇

〇

〇

共通リス
ク



リスクの種類 № リスクの内容
負担者

備考
指定管理者 唐津市

34
市の指示による事業内容・用途の変更
等に起因する維持管理費増大

35
上記以外の要因による維持管理費の増
大

性能リス
ク 36

指定管理者の実施する業務内容が自治
体の要求水準に達しないことによるも
の

37
市の指示による業務内容・用途の変更
によるもの

38
上記以外の要因による事業内容・用途
の変更によるもの

性能リス
ク 39

指定管理者の実施する業務内容が自治
体の要求水準に達しないことによるも
の

40
市の指示による事業内容・用途の変更
等に起因する業務量及び運営費の増大

41
市の指定する団体の参画等に起因する
業務量及び運営費の増大

42 インフレ等による物価変動によるもの

43 金利変動によるもの

44
上記以外の要因による業務量及び運営
費の増大

45 資金調達の遅延・困難等によるもの

46
利用者数などの需要変動による収入の
変動

47 実施条件を超える需要変動

リスク条件に
応じて、市と
指定管理者の
いずれか、ま
たは双方がリ
スクを負担す
る。

施設の性
能 48

事業期間終了後時における施設の要求
性能水準の保持

終了手続
49

事業終了時の手続に関する諸費用の発
生

その他

50 上記以外のリスク
双方の協議に
より決定する

〇 ○

〇

運用リス
ク

○

○

○

○

○

需要変動
リスク

終了時の
手続関連

業務内容
変更リス
ク

維持管理
コストリ
スク

維持管理
リスク

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

○

○

運営コス
トリスク


